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公開検討会ニュース
2006 年 7 月 23 日開催

発行：大和市市民活動課・NPO 法人玉川まちづくりハウス

大和市協働事業提案
プロセス全体の流れ

２．登録

３．事前周知［説明会 3/21］

４．協働事業提案の募集［4/1 ～ 5/19］

５．公開プレゼンテーション［6/11］

６．公開調整［6/11 ～ 7/22］

７．公開検討会［7/23］

８．協働推進会議提言 [8/4]

９．市長の検討結果報告会［8/23］

１０．事業実施に向けた個別協議

１１．事業実施

１１．事業評価、事業報告会

１
．
事
前
相
談

　２００６年７月２３日、第４回目の大和市協働事

業提案公開検討会が開かれました。公開検討会は、

協働事業提案された事業を協働推進会議として市

長に対して提言するための検討を、公開の場で行

うことを目的としています。

　公開プレゼンテーション以降、公開調整期間の

進行状況について報告していただき、推進会議は、

協働事業推進の視点から公開検討会で検討された

内容をもとに、市長に対して提言をまとめること

になります。

　提言内容と市長の決定の結果については市民に

対して公開されます。

渡辺精子協働推進会議代表からのあいさつ

本日の公開検討会は 6 月 11 日の公開プレ

ゼンテーションを受け調整してきた内容

を、公開の場で、協働事業の主体者双方で

発表し、その後みなさんで検討を深め、市

長への提言へまとめていくための場です。

有意義な時間を共有できるようよろしくお

願いいたします。
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ダメ！ゼッタイ！
薬物乱用防止教育

病児保育の周知・
広報事業

ママリーダー

移動制約者の外出介助
サービス事業

緑野青空子ども広場
ツリーガーデン管理運営事業

水再生とみんなでつくる
ビオトープ！

「男女共同参画」わたしが変わ
れば、社会も変わる事業

ドッグラン設置事業

地域防犯活動
「レベルアップ」事業

青少年自立支援事業

地域と学校の連携による大和
市新渋谷中学校学校開放事業

子育て家庭サポート事業

移動制約者の外出支援事業

身体障碍者、高齢者の通院・
外出サービス事業

大和シティライオンズクラブ

もみの木医院病児保育室

（特）地域家族しんちゃんハウス

（特）たんぽぽ

青少年センター

中部浄化センター

市民活動課

水と緑課

安全なまちづくり課

（特）かながわ就職支援研修
センター

渋谷きんりん未来の会

（特）ワーカーズ・コレクティブ
チャイルドケア

（特）ワーカーズ・コレクティブ
ケアびーくる

（特）大和市腎友会

教育委員会指導室
安全なまちづくり課
社会教育課

児童育成課

児童育成課

福祉総務課
障害福祉課

青少年センター

中部浄化センター

市民活動課

水と緑課

安全なまちづくり課

☆産業振興課
★青少年センター

☆生涯学習センター

☆児童育成課

☆障害福祉課
★高齢介護課
★都市総務課

☆障害福祉課
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No　　　　事業名　                 　　　　　　　　提案者　　　　　　　　　　　担当課　　　　　   　　page 

平成１８年度　新規市民提案部門

平成１８年度　新規行政提案部門

平成１８年度に事業継続３年目を迎えた事業　継続市民提案部門

■平成１８年度協働事業提案一覧

＊継続市民提案部門の担当欄の☆は現担当課、★は新規希望担当課を示しています。

新規市民提案、新規行政提案、継続市民提案の３部門でそれぞれ調整の経過発表→ポストイットに
よるコメントの貼り出し→それに対する意見交換という流れで進められました。
次ページよりそれぞれの部門ごとに掲載されています。
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■プログラムの流れ



調整の経緯

　当初は指導室との協働ということでしたが、行政側

から教育委員会の社会教育課と安全なまちづくり課の 2

課が加わり調整をしました。薬物乱用防止教育の現状

ということで指導室から報告があり、すでに 10 年前か

ら薬物問題は認識していて、現在も各学校で同様の取

り組みは行われている。全市一斉に提案事業を実験的

に行うのは難しいということでした。校長会への紹介

はできますというご返事です。

　社会教育課に関しては市の PTA 連絡協議会（市 P連）

への紹介ができるので、そこでの PR は可能ということ

です。

　安全なまちづくり課に関しては地域の連携や防犯と

いう観点からイベントを行うことも考えられるという

話でした。

　今後、校長会や市 P 連に PR するには提案者の過去の

活動記録をまとめることが必要という話がありました。

■新規市民提案部門

１.ダメ！ゼッタイ！薬物乱用防止教育　【大和シティライオンズクラブ】

調整の経緯

　本件は提案者の要望で、調整に推進会議委員も同席

して行われました。提案者の希望である広報について

は、出生届・転入時、母子健康手帳の交付時、乳幼児

検診時など、さらに小学校へも周知できないかという

ことでした。また提案時は周知・広報事業でしたが、

大和市の病後児保育に予算がついていることを知り、

資金面での協働も考えたいということになりました。

病児と病後児の境はないのではないか、というお話も

ありました。

　推進会議委員からは民間施設に補助する考えはない

のか、医師会との連携、親のニーズはあるので施設は

多い方がいいというお話や、今年度の病後児保育の予

算について、大和市の病児保育のプランについてなど

の質問がありました。

　児童育成課に関しては、周知・広報活動はできる、

幼稚園等への広報は担当課と調整する、病後児保育施

設は 21 年度までに設置するつもりで必要な施設という

認識でありました。

２.病児保育の周知・広報事業　【もみの木医院病児保育室】

提案者の補足

　広報・PR 活動については協力していくという確認を

し、引き続き検討課題として、病児保育について協働

でアンケート調査を実施する、資金援助の可能性を検

討するということになりました。
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　先日の話し合いでは大和市すべ

てで一貫したプログラムとして取

り入れるのは難しいということで

した。私たちの目的は薬物乱用者

のいない安全なまちづくりをした

いというところにあります。その

ために早くから教育が必要だとい

うことで、小・中学校に出向いて活動を行っています。

必ずしも学校で講演会がしたいというものではありま

せん。しかし現在の汚染スピードを考えれば早期教育

は絶対に必要だと考えています。安全なまちづくり課

の協力を得て成人に向けた PR もしていきたいし、校長

会、市 P連での PR も行っていきたいと考えています。

担当課【指導室：大沢】

　薬物に関しては以前から深く認識しており各学校で

児童・生徒への取り組みは時間をかけて行われていま

す。先日オークシティにおいて「社会を明るくする運動」

とのタイアップで「ダメ！ゼッタイ！」のキャンペー

ンがあり、鶴間中学校の生徒 30 名がボランティアとし

て参加するなど、大和市は薬物防止が進むよう市を上

げて取り組みをしています。各学校には都合もありま

すので、教育委員会としては校長会に PR していくとい

うことで協力させていただきたいと思います。

提案者の補足

　ハローワークから子どもを持つ

母親への周知をしてもらいたいと

いうことと、PR の具体的な例とし

て、ただパンフレットを置くだけ

でなく、保育園・幼稚園の園長会

や学校の校長会などに担当課に参加してもらい、呼び

掛けをしてもらいたいという 2 点をさらにお願いした

いと思います。

担当課【児童育成課：北原】

　協力していけると認識しています。手法や対象の範

囲を今後調整していきたいと思います。
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調整の経緯

　同様のサービスをすでに行っている他の 2 団体とと

もに、3団体で調整を進めました。

　障害福祉課に関しては、安心して継続的に提供でき

るサービスを受けられる環境づくりが大切だという確

認がありました。また、障害福祉サービス政策の中で

移動制約者の移送サービスをどのように位置づけるか

が現在３つの課題となっています。

①３つの形態の事業者の整合性

　タクシー事業者、障害福祉サービス事業者、道路運送法

第80条協働事業者の三者の形態の整理が必要だということ。

②障害者自立支援法の改正に伴う、車両による移動サー

ビスの導入。

 1 対 1 の支援から 1 対複数の支援が制度化されたので

その改正をどう捉えるかということ

③障害者への移動支援について

　協働事業とするか自立支援法の中で運用するか、移

送サービスのあり方を検討する必要があるので、平成

19 年度 1年間の協働事業としていきたいとのこと

　駐車場については現在の社会福祉会館、保健福祉セン

ターのスペースを増やすのは難しいという回答です。

　高齢介護課は、情報提供の要望はあるので紹介して

いきたいとのことです。

４.移動制約者の外出介助サービス事業　　【特定非営利活動法人　たんぽぽ】

提案者の補足

　ぜひ本年度からの協働事業を希望し

ます。大和市の「新しい公共を創造す

調整の経緯

　子育てに関する相談相手や子どもと関わる人を育成

したいので、講師を市で人選してほしいという希望で

す。ママリーダーの集団づくりということで、個人の

特技を見える形で認定するためバッジをつくります。

「ママ」というのは呼びやすいためであり性別を表して

いるものではなく、地域を巻き込んでいくことが目的

というお話です。大和市の名前を借りた事業で信頼感

を得る意味合いが大きいということでした。

　児童育成課は、専門的な知識を持っている職員もい

るので、職員を講師とするのであれば費用もかからな

いので対応できるという返答です。市としては認定基

準作りには参加でき、広報・場・人材の提供ができます。

この分野では NPO の方が強みを持っているので協力を

していきたいということがあがりました。

　今後のスケジュールは 3 年間の協働事業として、今

年度は認定基準とバッジづくり、来年度は認定を始め

てママリーダーがステップアップしていく講座を開催

する予定です。

　課題としてはママリーダーをいかに全市的に育成し

３.ママリーダー　　【特定非営利活動法人　地域家族しんちゃんハウス】

市民に周知していくかということがあげられました。

提案者の補足

　バッジのデザインは市民からの公

募にしたいということと、認定され

ない人がどうして認定されないかが

明確になるよう、今年いっぱいかけ

てしっかり基準づくりをしていきた

いという点を補足します。コミュニケーションの始ま

るスイッチを、ママリーダーをつくることで押してあ

げたいなと思います。それが地域づくりのスイッチに

なったり、子育ての不安を解消するスイッチになった

りするようにしていきたいと思っています。

担当課【児童育成課：山口】

　子育て支援の事業はいくら多くても多すぎることは

ないと思っています。ママリーダーという提案は少し

抽象的で、結果や成果が今の段階では見えにくい事業

ですが、まずは GO サインということで協働事業とし

て進めていきたいと思っています。

る市民活動推進条例」の前文に「行政により担われて

いた「公共」に市民や市民団体、そして事業者も参加

する時代が来ています。「私」を大切にするために様々

な選択肢があることが普通のことになってきました」

とあります。たんぽぽの理事長は市内で IT 企業を経

営していますが、企業者の社会的責任という立場で社

会貢献活動をしたいと考え、数名のものが賛同し結成

しました。そのような経緯もあり今後も協働事業とし

て活動を行っていきたいと考えています。先ほどの担

当課が示された選択の他にもケアびーくるさんの提案

するコミュニティバスなどの利用も考えられますし、

いろいろな選択肢の中で、移動困難者の方が自分に一

番合ったものを選ばれて自由に外出ができる社会にな

ることを望んでいます。今後もそれに向けて努力して

いきます。

担当課【障害福祉課：入岡】最後のお話にあった障害

者の方がいろいろな選択肢からサービス事業を選んで

対応していくということが重要だという点は、その通

りだと思います。そういう意味で協働事業について取

り組んでいきたいと思っていますが、自立支援法のこ

とも含めもう少し検討する時間をいただきたいと思い

ます。

【福祉総務課：矢部】駐車場の件に関して、貸館やイ

ベント、検診などで年間かなりの利用があります。駐

車場が満車になることが多く事故が起こったこともあ

りますので、現状の許可の台数でご理解いただきたい。
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●新規市民提案について提案者、担当課、推進会議委員からコメントを張り出し、全体で意見交換し
　ました。

１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

１.ダメ！ゼッタイ！薬物乱用防止教育　【大和シティライオンズクラブ】

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・先日テレビ番組で、10 代の未成年・30 ～ 40 代の  

　子育て世代を同人数集めトータライザーでの意識

　調査をしたところ、明らかに子どもたちのほうが

　情報を持っておりました。しかしながら 10 代の

　情報は売る側の口コミ情報であり正しい知識では

　ありません。親の意識改革も必要。

・協働については汚染スピードを考えできることか

　ら始めていく必要があると思います。（学校教育

　以外の活動）

・毎年のことですから、指導室は提案を受けたら即

　時指導室に連絡し、調整過程で提案者と校長会の

　コミュニケーションができるようにしてください。

・今まで指導室がやってきたことはよいが、それだ

　けでなく市民との協働が進むのは非常によいこと

　と受け止めることが大切である。

・重要なテーマなのでできる範囲から一歩一歩進め

　て行かれるように！

・青少年の薬物乱用は深刻な問題であり提案者の活

　動に敬意を表す。

・社会の問題をことごとく学校現場に持ち込むのは

　難しいかもしれない。PTAへのアプローチが適切。

・現在中学生の間でも2人に1人は薬物のことを知っ

　ていて話題になると聞いている。低学年のうちか

　ら注意をうながし学校との協力で進めてほしい。

・できるところから協働事業にして進めていったら

　どうか。

・校長会での PR の場の提供

　等、各小中学校への紹介、

　および調整等の協力支援

　を行います。（指導室）

・薬物乱用防止教室の利点・

　良さ等を校長会で PR し

　ていく中で、活動を支援

　していきたいと考える。

　（指導室）

・協働事業にこだわらなく

　ても協力していく。

　（安全なまちづくり課）

・啓発他団体との差異を発揮され

　たい（対象、人、薬物…）。

・学校教育の中でこの事業は展開

　してもらいたい。スポット的な

　授業ではなく系統立てた授業と

　して実施してほしい。

・指導室が毎度ワンパターンで学

　校はカリキュラムでしばられて

　いる。校長権限があるという。

　もうちょっと「指導」性を発揮

　して市民に「やるなあ」と思わ

　せてほしい。

・安全なまちづくり課を中心にし

　た協働事業として展開をしてい

　けばどうですか。学校、PTA へ

　の紹介だけでは協働事業とは言

　えないと思います。

・啓発内容、方法についての基本

　的な線を両者できちっと整理し

　ておく必要があります。その後

　できるものからできるところか

　ら実施できると思います。

・校長会への紹介は協働事業なの

　か？もう少し具体的な取り組み

　（指導室に対して）を考えるべ

　き。あるいは校長に対し検討会

　への招待もできないのだろうか。

・子どもへの教育は学校側の都合もあるし、既存の

　組織活動で良しとして、親や地域への活動を推

　進したらよい（ぜひやってもらいたい）。

・学校、特に校長会は自己防衛志向が高い事例をよ

　く見ます。この活動の効果をより高めるには情

　報のコミュニケーションが不可欠であり、協働

　できるところから進められることを期待します。
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１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・具体的な話し合いをこれからもして

　いきたい。

・子育てに関わる他の提案者とのネッ

　トワークをつくるなど、相互補完の

　関係づくりも視野に入れてほしいで

　すね。

・保育園、幼稚園だけでなく市内にあ

　る児童ホームにも周知したらどうで

　しょうか？児童ホームで働いていた

　とき、度々急な窮状に接し以前から

　その必要性を強く感じていました。

　市は基本計画１－２、１－３にもあ

　るまちづくりのためにも早急な検討

　をお願いしたい。

・役割の明確化と確認を再度実施して

　スタートしてはどうか。

・地域で子どもを育てるという観点か

　らもきわめて大切な意義深い事業で

　あると思う。市はもっと積極的に取

　り組んでいただきたい。

・ご提案の事業について協力してい

　ける。対象範囲、手法等につい

　て調整していきたい。（児童育成課）

・病児保育施設の存在は積極的に

　PR すべき。しかしそれのみで協

　働事業と言えるのか。今後の病

　児保育施設の計画を早く公開し、

　提案と整合性のあるものにして

　ほしい。

・市の概念の方向性が定まるまで病

　院の活動としてもう少し継続し

　てはどうか。現行の市の協力は

　継続。

・No.4 の事業でも言われていたよ

　うに、予算を組む中で病児・病

　後児保育をどのように位置づけ

　るかを明確にしないと、今後の

　検討が進まないのではないか。

・PR 方法、対象などについてどこ

　まで可能か、さらに協議してい

　く必要があります。

・もみの木医院でのこうした実績と

　ノウハウが市内に点在していく

　仕組みをぜひ。

・2009 年までに全国で 1,500 カ所の病

　児、病後児保育の施設をつくりたい

　という国の方針がありますが、大和

　市としては今回のもみの木医院病児

　保育室さんの提案に対しては積極的

　に協力してもよいのでは。

２.病児保育の周知・広報事業　【もみの木医院病児保育室】

・公開検討会での行政

側の対応がまったく前

進がない。調整と言わ

れても何もなされてい

ない。
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１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・バッジのデザインは公募します。

・認定基準としてのハードルは低くて

　も誰にとっても明快なものをつくり 

　たい。

・協働事業はワクワクするものであり

　たいですね。

・（一つひとつ段階を追って）子育て支

　援に対する事業はいくつあっても多

　すぎることはない、すてきなお言葉

　をありがとう。

・ママさんたちの子育てモチベーショ

　ンを上げる一つの方法としてとても

　よい。

・市民提案ならではのユニークな発言

　であるので行政も積極的に関わり面

　白い。事業化してほしい。

・ママリーダー認定後の活動場所の創

　設（増設）。ママリーダーと父母の

　間をつなぐ人の存在が当初は必要。

・実際のニーズやママリーダーの実験

　による実際の要件を探る活動が必要

　ですね。

・提案者から３年の協働事業にすると

　ありますが児童育成課はどのように

　考えていますか。

・ママというより地域のリーダーとして

　いろいろ活動していってもらいたい。

・ママリーダーが継続的に有効な活動

　ができる仕組みを並行して考えてお

　くことも大切だと感じます。

・助け合って「子育て」を社会化して

　いく一つの手法かと思います。「地

　域」回復の核になっていけばと期待

　しています。

・協働しましょう「GO！」（児童育成課）

・ママリーダーの性格付けがあいま

　い。安易な認定は子育て、教育

　の共同性を損なう。よきリーダー

　の育成には十分な準備期間と知

　見の結果が求められる。

・親子関係の課題が多い中、健全な家

　庭環境から将来の充実した青少年が

　育成されると思う。ぜひ推進していっ

　てほしい。

３.ママリーダー　　【特定非営利活動法人　地域家族しんちゃんハウス】

・よい方向である。とりあえ

　ず推進し、問題点を明確に

　することが大切と思います。

　スケジュールにこだわらな

　いで充実した活動としてく

　ださい。

・認定基準を特定の団体と

　行政で決定するのは？政

　策提案として受け止め市

　に協議会等を設置する方

　がよい！



１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・平成１８年度から部分的でも協働事

　業として締結し、実施していきたい。

・法改正に伴い検討すべき事項もある

　のでとりあえず平成１９年度のみは

　理解できるが、行政は協働事業とし

　ての長期的な展望を持つべきではな

　いか。別に駐車場を市が用意すれば

　よいではないか。

・法の中での運用が見えるまで、協働

　が必要と思う。多様な選択肢は必要。

・本年度からの協定を希望されている

　が活動歴も薄いことから、さらに実

　績経験を積まれて来年度の事業実施

　に備えてほしい。

・社会福祉会館駐車場の“目的外使用”

　とは困ったお役所言葉ですねえ。本

　来の協働の趣旨に沿った“立派な使

　用”だと自信を持ってください。

・協働事業として進めていきたい。

　(障害福祉課）

・駐車問題については、市の駐車場と

　オークシティの駐車場が共同利用さ

　れていることから、オークシティの

　駐車場の使用も考えていけばいいの

　ではないか。
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４.移動制約者の外出介助サービス事業　　【特定非営利活動法人　たんぽぽ】

・提案者も利用者が利用先を選択する

　ことに理解を示しているのだから、

　駐車場や広報の問題は先行している

　事業者に合わせるとして、お金の使

　い方については事業者補助（負担金）

　よりも、利用者に直接補助する仕組

　みをより発展させるべきではないか

　（１３、１４も同じ）



１．ダメ！ゼッタイ！薬物乱用防止教育

【河崎委員】提案者のお話を聞くまではこのように社会

に薬物乱用が広まっているとは知らなかったので、地

道な活動を続けておられることに敬意を表したい。た

だ現代のさまざまな子どもの問題の解決をすべて学校

現場に求めるのは難しいかと感じるので、家庭教育の

大切さも含め、PTA への橋渡しという形で協働事業に取

り組んだらどうかと考えます。

【金守委員】どういうやり方でやるかをもう少し詰めれ

ば協働事業にできる可能性もあると感じました。

【指導室】薬物に関しては緊急を要する問題だと認識し

ています。各学校でもさまざまな取り組みが行われて

います。各学校に応じた薬物乱用防止のカリキュラム

をつくっていかなければならないので、決してこの問

題をないがしろにしているわけではなく、いろいろな

取り組み方があるということを知ってもらいたいと思

います。

【提案者】先日薬物のことを取り上げた番組で、10 代

の子どもと 30 代 40 代の親世代の意識調査をしたとこ

ろ、子どものほうが圧倒的に情報を得ていることがわ

かりました。しかし子どもの情報は売る側の口コミ情

報できちんとした情報ではないということ、それを親

世代は認識していないということが明らかになりまし

た。このようなことをみなさんも意識していただけれ

ばと思います。

２．病児保育の周知・広報事業

【児童育成課】予算化されて実施がなされていないとい

う面ではその通りです。この事業は不採算事業ですし、

対象児童の範囲、場所等実施に当たっての整備を慎重

に検討しています。今年度に実施していく事業として

取り組んでいきたいと思っています。

３．ママリーダー

【提案者】ママリーダーというのは子育てに優れた人を

つくりたいというよりも、子育てに関わる人がお互い

声をかけやすいように誰でも認定してあげたいという

気持ちが根底にあります。今年度いっぱいかけてしっ

かりしていながらもハードルは低い認定基準をつくり

たいと思っています。

【児童育成課】提案者は 3 年の協働希望ですが、まずは

単年度からと思っています。1年やってみてよければま

た来年もというステップでいきたいと思います。

４．動制約者の外出介助サービス事業

【提案者】調整の中で障害福祉課から自立支援法という

新しい法制度の中でやらなければならないので現状の

道路運送法 80 条許可がいつまで続くかわからないとい

うお話がありました。それに対して私たちは現況の同

● 4 つの新規市民提案に対する質疑応答

法 80 条許可の協働事業の需要は、ここ５、６年のスパ

ンでは増えることはあっても減ることはないと考えて

います。もし障害者の方が 80 条許可の協働事業以外の

選択肢を選んだとしてもそれはかまわないし、それで

需要が減るようなことになれば行政が支援する必要は

ないと思っています。障害者をはじめとする利用者の

方が自ら選ぶという形になればいいと思います。

【障害福祉課】移動支援というものは昭和 58 年に社会

福祉協議会が 2 台のハンディキャブを運行したことに

始まります。その活動は公共性が高いものだと市が判

断し、昭和 63 年に市の事業を社会福祉協議会に委託す

るという形になりました。平成 15 年から大和市腎友会

さんとケアびーくるさんの事業が展開し福祉車両が増

えてきたということは高く評価しています。介護タク

シーなども増え今後移動支援をどう捉えるか、現在過

渡期だということをご承知いただきたい。

●全体についての意見

【参加者】ママリーダーについて担当課に聞きたい。子

育てに関するまちの相談相手をつくっていこうという

のは非常にいい提案だと思いますが、子育てに関して

はいろいろな分野の団体の方が大和市にはいます。行

政が特定の 1 団体と認定基準づくりをしてもいいので

しょうか。

【児童育成課】ママリーダ－というものがどういう基準

になるのかまだ中身は明確ではありませんが、ママリー

ダーというのは市の基準ではなく NPO 法人地域家族し

んちゃんハウスがつくる基準を市が後押ししましょう

ということです。他にそのような団体があればまた後

押ししますし、一つの団体に市が基準をつくらせると

いう意味合いではありません。

【たんぽぽ】協働推進会議と市民活動課にお願いです。

過去の協働事業の実績を見るために市民活動課のホー

ムページを見たら 2004 ～ 2006 年に至る協働事業がわ

かりやすく広報されていました。そこで各事業担当課

のページを見てみると、福祉総務課のページには「ふ

くしの手全員集合」が記載されており、児童育成課の

ページには協働事業とはの定義付けとともに「チャイ

ルドケア」の紹介がありました。ところが障害福祉課

は協働事業を 3 年も行っているのに何の記載もありま

せん。協働事業における大和市の広報活動のルールが

整備されていないと感じました。市民活動の立場から

すると一番切実な要望は情報発信力です。市民が何か

調べるために市のホームページを見たときに参照でき

るよう各課のページにきちんと掲載するルールづくり

をしていただきたいとお願いします。

【市民活動課】さっそく確認しますが、扱いとしては全

庁的に同様なものがいいと思います。各課と話し合い

たいと思います。
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調整の経緯

　運営費と維持管理費がどうなっているかという質問

が応募者から出されました。行政からは緑野青空子ど

も広場全体の管理運営費について今後調査して検討し

たいということでした。

　協働のパートナーについては設計や図面の作成など

は地域の技術力を用いて進めてきていることと、管理

運営・プレーリーダー・施設営繕などが集まった委員

会ができるといいという希望が出されました。パート

ナーはまだ募集中で応募されてきた方に合わせて企画

実施のステージで協働していきたい、拡大委員会をつ

くってパートナーとしたいというお話でした。

■新規行政提案部門

５．緑野青空子ども広場ツリーガーデン管理運営事業【青少年センター】

調整の経緯

　今後近隣の自治会にも働きかけ大きくしていきたい

ということです。場所は中部浄化センターの中に 3 カ

所ほど候補地があり検討したいということですが、ト

ンボが育つような場所を楽しみながらつくっていきた

い、息の長い地道な活動にしたいとの意見が出されま

した。「総合的な学習」の中で子どもたちにも関わって

もらいたいという希望です。

　提案者の課題としては下水処理水を使う場合、国の

基準で安全面に難しい問題があるので当初は井戸水で

始め最終的に処理水でまかなえるような形にしたいと

のことです。

　応募者に関しては子どもがずっと関われる場所にと

いうお話と境川の環境を考える場所にしたいというこ

とで、応募者から「未来からの使者、子どもたちへのメッ

セージづくりのために応募しました」というコメント

をいただいています。

６．水再生とみんなでつくるビオトープ【中部浄化センター】

提案課の補足【青少年センター】

提案課の補足【中部浄化センター】

　建設は地元団体に委託する形で

進められています。管理運営は協

働事業で進めたいと提案しました

が、現在建設委員会が応募してく

ださっています。7 月 11 日に現地

説明会があり 1 週間後に基礎工事

を地元の方々と行いました。今後

費用の面も含めクリアしなければならない課題がたく

さんあります。ご応募いただいた建設委員会の方々と

協議を進めていきたいと思います。

応募者の補足【建設委員会】

　この協働事業は市の施設をどう管理運営するかとい

うものですが、その前段階として現在ツリーガーデン

を建設中です。中央林間の自治会等が中心になって委

員会を組織しています。運営に関しては非常に問題が

あり、責任もありますし、長期の費用の工面をどうす

るかという面で頭を悩ませています。

　今現在の応募は大人 7 人と小学

4 年生の児童の予約を取りました。

周辺自治会にもお話ししていい感

触を得ています。今後の見込みと

してはいけるのではないかと楽観

視しています。

　ビオトープは世界でいろいろな

取り組みがされていますが、注意しなければならない

点としては本来その地域にない動植物を持ってくるこ

とで生態系の破壊につながる恐れがある点です。ブラッ

クバスやアメリカザリガニのようなことにならないよ

う、自然に対する畏敬の念とその中に生かされている

という謙虚な気持ちを持って、昔から地域にあるよう

な植物や昆虫で、手をかけなくても自然に生まれ育っ

ていくようなものをつくれたらいいなと考えています。

仕掛けはしても手をかけすぎず、息の長いものにして

いきたいと思っています。
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調整の経緯

　意識啓発を進めたいという事業で、アドバンスメン

バーという中心になるメンバーで進め、個別に協力し

てくれるサポーターを募って、事業を実施するという

ことです。応募者の経歴はさまざまですが想いを一つ

にして進めていくことが重要だと考えています。最終

的には団体をつくってその団体と協定を締結し、事業

を実施します。今までの審議会的な組織ではなくこの

事業をゼロから一緒に進めていきたいと担当課は考え

ています。

　課題としてはさまざまな考えを持ったメンバーが集

まるので共通認識を持つことが大事であるということ

と、これまでなかったような思い切った企画が必要と

いうことでした。

７．「男女共同参画」わたしが変われば、社会も変わる事業【市民活動課】

調整の経緯

　市民から多数の応募があり、新聞社の取材もあって

協働の取り組みは進んでいます。ドッグラン施設の管

理運営をお願いしたいという事業で、設置場所が決定

したら周辺地域の自治会の参加もお願いしたいとのこ

とです。スケジュールとしては今年度はルールづくり

をし、次年度以降に施設の整備と管理運営に入りたい

とのことで、基本的に月に１回の調整をしていきたい

ということです。団体の参加も多くあるので全体の人

数をどのように調整していくかも課題として上がって

います。

８．ドッグラン設置事業【水と緑課】

担当課の補足【市民活動課】

担当課の補足【水と緑課：深田・国政】

　これまで交流会ということで 3

回集まっていただき、7 月に提案

と役割分担を確認する会を持ちま

した。応募状況としてはアドバン

スメンバーが 7 名、サポーター 3

名の計 10 名の方が参加していま

す。募集期間は 8 月 31 日までで

すので今後応募いただく方も一緒

にチームづくりから始めていきたいと考えています。

個人のパワーをチームのパワーに変えていくことが今

後の課題です。ちなみにチーム名を募集中ですので何

かよいチーム名がありましたらお聞かせください。

応募者の補足

・長年女性問題や家族の問題について考えてきました。

政策の面では雇用機会均等法や育児休業法など徐々に

整備されてきていますが、難しいのは意識の変革です。

そこで最も重要になってくるのが共通認識で、地道で

あっても半歩でも 1 歩でも前進したらいいなと思い応

募しました。

・大和市の男女共同参画懇話会に参加していますが、

そこで大和市が男女共同参画を 10 年越しで実施してい

ることをはじめて知りました。市民にどれくらい知ら

れているでしょうか？しかも行政の担当は 2 名という

ことでとても無理な計画に思えます。ここで協働事業

ということで具体的なイメージを持った市民が集まっ

ていろいろなイメージを出し合っていけたら、もっと

活発な、市民にアピールできるような楽しい活動がで

きるのではないかと思い応募しました。今日参加され

ているみなさんの中からもっと応募者が出たらいいな

と思っています。

　6 月 30 日で公募を締め切ってい

ます。4 団体、6 名の個人参加の応

募です。今まで 2 回の話し合いが

あり、誰がどのように使用できる

施設になるのか、まだ結論は出て

いませんが大枠の方向性は出てき

ています。大和市民でなくても利

用できる施設としたいとか、監視者を常駐するとか、

登録制または会員制にするとか使用料は有料とするか

などが話し合われており、まだまだいろいろな意見が

出されているところです。水と緑課としては近隣のドッ

グラン施設を見学して少しずつ問題を解決しルールづ

くりができたらと思っています。

　市民の応募動機としては、マナーの向上があげられ

ました。犬との距離を縮めたいということですが、現

状はまだ社会が犬をよく理解していないということが

あるので、ドッグランをつくることで犬が人に迷惑を

かけないマナーをつくりたいということと飼い主以外

の人も犬と遊べるルールをしっかりつくっていきたい

という意見がありました。高齢者の方からの意見では

犬を遊ばせる施設が近くになく、遠くのドッグランま

でいくのは肉体的にも負担なので近くにそのような施

設がほしいということがあげられました。
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調整の経緯

　８月末まで募集中ということで、協働の相手方を選

定してから調整に入りたいということで公開調整は実

施していません。

担当課の補足【安全なまちづくり課：白井】

　今現在 3 件の問い合わせがあり 7 月 18 日に日本ガー

ディアンエンジェルス神奈川本部大和支部から正式な

申し込みがありました。今後申し込みがこの 1 件だけ

だった場合、安全なまちづくり課で要件を満たしてい

９．地域防犯活動「レベルアップ」事業【安全なまちづくり課】

るか審査を行います。応募者が複

数になった場合は協働推進会議委

員、大和警察署、安全なまちづく

り課、大和市防犯協会で構成する

選考委員会を公開で行いたいと考

えています。今後のスケジュール

としては 9 月 10 日までに協定の締結、10 月 1 日に事

業開始と考えています。今日は参加できないというこ

とでガーディアンエンジェルスの応募の動機をご紹介

しますと「日本ガーディアンエンジェルスが発足して

今年で 10 年、設立以来各地域で行ってきた防犯活動

のホイッスルブロア（発案者）の役目は終了したと考

えています。なぜならば設立当時はまったくなかった

地域防犯活動団体が現在は全国で２万団体、120 万人

が活動しているからです。この流れは他市に先駆けて

活動が行われた大和市においては特に顕著であり市内

各地で自主防犯活動が行われております。そういった

中で次のステップとして質を高める活動が必要だと考

えていた中で、この協働提案と趣旨が一致したという

ことで応募しました」とのことです。

●新規行政提案について提案者、担当課、推進会議委員からコメントを張り出し、全体で意見交換し
　ました。

１．協働事業の

パートナーの

応募状況

2．協働事業として

取り組むための

アドバイス

3．その他

問題点

提案課より

応募者の想い

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・建設委員会よりご応募いただ

　きました。８月３１日まで継

　続して募集中です。

・建設委員会がネットワークを

　資金づくりの人材へも伸ば

　して、徐々に年間目標額ま

　でいける事業プログラムを

　つくってください。

・ぜひ大々的に人材公募して本

　格的にプレイリーダーチーム

　をつくってください。

・市としてできることと地域がやれることを明らか

　にしないと行き詰まることになる。広場自体は供

　用中であるので十分な話し合いが必要。

・地域で運営＝子どもに安心感を与えると思う。費

　用面は市がかなりの部分を担う必要ありと思う。

　PR 板で企業広告が取れるのでは。

・管理運営費用も協働でというのは少し乱暴。市

　は一部であっても負担するべきではないですか。

・管理運営に多額な費用がかかると思います。ツ

　リーガーデン広場のベンチ等、備品に広告を入

　れてその広告料で一部費用を軽減したらどうで

　しょうか？拡大委員会で十分検討して地域のみ

　なさんが子どもも含めてのびのび過ごせる場所

　となることを希望します。

・費用、運営などの課題を明確化する等詳細を詰

　める必要あり。

・施設管理については年次

　計画を作成しておく必

　要あり（費用面、安全

　面）。

・管理運営の手法により今後の

　問題点が決まる。

・現在建設中のツリーガーデン

　の建設後はすぐに使用が始ま

　るが具体的な事項を検討する

　余裕がない。課題が多い！

・運営費、維持管理費等の工面、検討もさ

　れていないままで、とにかくつくってし

　まえという考えは納税者の一人としてまっ

　たく納得がいかない。税金の無駄遣いだ

　と思う。即刻工事を中止すべきだ。

・管理運営といっても、事業の成果は

　運営方法により重点があると思う。

　そうした点からは市外・外部のプレ

　イリーダーを誘致し、市内のニュー

　リーダーを育てていく必要がある

　と思う。

５．緑野青空子ども広場ツリーガーデン管理運営事業【青少年センター】
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１．協働事業の

パートナーの

応募状況

2．協働事業として

取り組むための

アドバイス

3．その他

問題点

提案課より

応募者の想い

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・市内在勤の個人が７人、小学

　校児童が個人で数人（１人

　の子が仲間を集めるとのこ

　と）、近々に周辺自治会と接

　触予定。

・ビオトープ／水環境／緑／子

　どもなどの人材を大々的に

　公募してはどうでしょう。

・地域の方々を中心にはじめか

　ら双方が関わってつくり上

　げる姿勢は協働事業として

　素晴らしいと思います。

・自然味あるうるおいの場が増えるのはよいこと。完成後は

　企業ともネットワークを！

・NPO 環境団体（代表：水木孝志さん）・小学校の生徒・行政、

　水を守るための活動・海を守るための活動→愛媛県八幡浜

　市。小学生の協力で土の中にある地元の植物を育てる活動

　をしている。参考にしてください。

・グランドデザインなどの詳細設計や応募者（多様な）の参

　加が確認できた時点でスタート。

・自然的なものといっても人

　工である。管理も人工的に

　行っていかないと当初の目

　的は達成できない。

・水たまりのような小さなものでなく、相応の規模のビオトー

　プをつくると聞いて期待しています。他市からの参加はで

　きないのか？藤沢市には環境を扱う大学がある。ビオトー

　プづくりだけでなく問題とされている水処理について専門

　知識が得られるのでは。

６．水再生とみんなでつくるビオトープ【中部浄化センター】

１．協働事業の

パートナーの

応募状況

2．協働事業として

取り組むための

アドバイス

3．その他

問題点

提案課より

応募者の想い

推進会議委員

からの

アドバイス

・アドバンスメンバー

　７人、サポーター３

　人、計１０人

・市内の職場への「男女共同参画」の PR と、職場の巻き込みをぜひ進め

　てください。

・男女共同参画を進める上で、意識の変革は大切です。そこに自主的に

　参画する人を集めたことは素晴らしいと思います。

・企業（担当者）と話す機会が持てるとよい（広報、企画、参加）。

・参画事業への男性の参加を高める。また若い男女に参画しやすい方法

　を考え、マンネリ化にならない、常に社会の状況を把握しながら事業

　を進めていくことが大切です。

・広域協働事業として例えば神奈川県と、または各市町村と新たな協働

　事業づくりで新しい公共を「民」の力で築き上げていきたい。

・学習会、パネルディスカッションなどを多数企画して“男女共同参画”

　という言葉イメージを少しずつ啓発する活動を展開していきたい。

・協働する相手方として個人と協定するのは、この場合協働事業として

　適切とは思えない。民主的な委員会をつくり、そこと協働してはどう

　か。また個人ではなく市民団体との協働についても考えてほしい。

７．「男女共同参画」わたしが変われば、社会も変わる事業【市民活動課】
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１．協働事業の

パートナーの

応募状況

2．協働事業として

取り組むための

アドバイス

3．その他

問題点

提案課より

応募者の想い

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・４団体（延べ１２９名）、６名

　個人、計１３５名。（６月３０

　日締め切り）

・ドッグランは応募者が複数名

　乗りを上げており、大いに

　協働が進むことを期待しま

　す。

・ペットは家族の一員と言われていますが、子どもたちには公園など

　があります。犬にも思う存分遊べ、他の犬とコミュニケーションを

　取れる場所がほしい。

・大和市としては初めての試みですが、きめ細かいルールづくりをし

　犬を飼っていない人からも理解していただけるドッグランを目指し

　てほしいと思います。

・ドッグランが安心して楽しくワンちゃん同士が遊べるにはやっぱり

　管理が重要。

・はじめてのものをはじめから、相談しながら進めてゆく行政提

　案の協働事業は素晴らしいと思います。

・協働の見本。マナー向上、高齢者対策など市民参加により新し

　いアイデアが出てきている。

・犬～ふれあい～人間～ふれあい～人間→防犯につながるとよい

　と思う。

・愛犬家が団体をつくってドッグランを設

　置すればいいだけの問題で、マナー向上

　も愛犬家が考えればいい問題で、税金を

　使って行政が行う事業ではないと思う。

　犬が嫌いな市民も存在することを忘れな

　いでほしい。

・団体の独占的な使用

　にならないようにし

　てほしい。

・市内で１カ所は少なす

　ぎると思うが何カ所設

　置を考えているのか。

８．ドッグラン設置事業【水と緑課】

１．協働事業の

パートナーの

応募状況

2．協働事業として

取り組むための

アドバイス

3．その他

問題点

提案課より

応募者の想い

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・３件の問い合わせがあり、そのうちの１件か

　ら申請書の提出がありました。

・ガーディアンエンジェルスが名乗りを上

　げているなら、締め切り前でも企画自体

　を一緒に考えたらよいのではないか。

・「防犯」の中身を検討してほしい。特にネット

　上での、または電話からくる「防犯」意識を

　高めていただける事業を実践してほしい。

・レベルの向上は大変よいことだと思いま

　す。しかし反面防犯に力を入れすぎて他

　の業務がおろそかになっている面もある

　ので、計画的な防犯の体制を整備してく

　ださい。

９．地域防犯活動「レベルアップ」事業【安全なまちづくり課】
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５．緑野青空子ども広場ツリーガーデン管理運営事業

【提案課／青少年センター】資金づくりと人材について

はかなり大きな課題と捉えています。これに先立ち近

隣と東京の冒険遊び場／プレーパークを視察しました。

お話を聞くとそれらの伝統のある施設も資金づくりや

人材の確保にかなり時間をかけ、地域の方と知恵を出

し合いながら進めてきたということです。このような

施設はつくってすぐ理想的な運営ができるというもの

ではないので、担当課としても協働事業者としても長

い目で見て、すぐに成果を出そうとことを急ぎすぎる

とよくないという印象を持ちましたので、そのあたり

も含め検討していきたいです。問題を先延ばしにする

ということではなく大事なところを押さえながら整理

をしていきたいと考えています。

【応募者／建設委員会】一番の問題は先行施設とちがい、

あの場がもう市の施設として開放されているところに

あります。お金がない中でどのようにプレーリーダー

を確保していくか、大々的にプレーリーダーをボラン

ティアでやってくれる人を募るなど、これから詰めて

いかなければなりません。ツリーガーデンの建設はも

う始まっているので、できたはいいが危ないので誰も

遊べないということになってはいけないと思っていま

す。

【林委員】市が「つくって後はお任せ」ということでは

なく長い時間が必要だと認識されたのはよかったと思

います。ものだけ先にできちゃって…というのが一番

心配です。

６．水再生とみんなでつくるビオトープ

【提案課／中部浄化センター】公募の期間は 8 月 31 日

までで、6 月 1 日の広報に載せたことが一番大きな PR

ですが、後は知人、友人、地域の方に口コミで広報を

しました。。日々の作業のことを考えると周辺の方に参

加してほしいので、自治会にチラシをつくって呼びか

けるなどしていきたいと考えています。ネットワーク

ということでは、ビオトープづくりを通しての仲間づ

くりとか、ビオトープ自体も市内にたくさん点在して

ネットワークになればいいなと考えています。そのた

めの人のネットワークも細かく広く張っていきたいと

思っています。

【小原委員】地域の方とのつながりも大事ですが、客観

的にビオトープのことがわかる第三者的・中立的な立

場としてビオトープの知識や経験をお持ちの方を組み込

まれて詳細設計に入られた方がいい。

● ５つの新規行政提案に対する質疑応答

７．「男女共同参画」わたしが変われば、社会も変わる

事業

【提案課／市民活動課】募集は個人を対象にしています。

今年半年かけてチームづくりを進めてもらい、行政は

そのチームと協定を結び来年度から具体的な事業展開

が図れたらいいと考えています。

８．ドッグラン設置事業

【提案課／水と緑課】何カ所か設けてほしいという点に

ついて、市の南部でゆとりの森という公園設置事業を

大和市が行っています。本事業がうまくいけばそこに

3000 ㎡くらいのドッグラン設置を考えています。市内

では冒険の森の横に 600 ㎡くらいの土地、泉の森の文ヶ

岡緑地に 1500 ㎡くらいの土地の 2 カ所が候補地として

考えられます。今回協働事業者の方には現地を見てい

ただいて検討したいと思っています。

【坂内委員】市民経済部長で推進会議委員もしています

が防犯も担当しています。最近は恐いニュースも多い

ので、犬と人間のふれあい、人間同士のふれあいを地

域に還元していただき、防犯にも役立てていただけた

らいいと思いました。

９．地域防犯活動「レベルアップ」事業

【担当課／安全なまちづくり課】7 月 31 日を応募締め

切り日に設定しているので、広く NPO や企業の応募を

待ちたいと思います。締め切り後 1 団体であってもそ

こで検討し、10 月 1 日のスタートに向けて取り組みた

いと考えています。ネットや電話など犯罪も多種多様

化していますが、それに十分対応したものにしたいと

思います。防犯活動については、大和市は平成 15 年を

ピークに犯罪発生率は減少しています。これは地域の

防犯活動の大きな成果だと考えていますので、安全な

まちづくり課の業務と合わせて地域の防犯活動を推進

することは両輪で進めなければ犯罪は減らないという

ことで活動を行っていきたいと思います。

提案に対するコメントをボードに貼る参加者
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調整の経緯

　現在産業振興課と協働で就労支援という形の協働事

業を行っていますが、今回提案者はニートの支援を特

に行いたいということで青少年センターとの協働を希

望しています。ニートの支援をするに当たりその掘り

起こしの部分を行政に求めています。青少年センター

は青少年に一番近いということで情報収集が可能だと

いうことと、地元の NPO 団体との連携も視野に入れて

いるというお話です。掘り起こし→個別カウンセリン

グ→自己実現へのアプローチ→就労支援という流れが

必要だという考えです。

　青少年センターは、日常相談業務の中で引きこもり

の相談はあるが、ニートの数はなかなか把握できない

ので、ニートの掘り起こしだけでは事業化は難しいと

いう回答です。就職が目的ならば現状の産業振興課と

の協働の中で事業を進めてもらい青少年センターが協

力できることはしていくということを考えています。

　産業振興課は、これまで協働事業としてきた事業は

来年以降、市の自主事業として継続したいとの考えで

す。若者の就労支援は国の補助金交付事業として、ま

た他の自治体の取り組みも始まっているのでセミナー

やカウンセリングも合わせて市の事業として充実させ

ていきたいと考えています。

■継続市民提案部門

１０．青少年自立支援事業【特定非営利活動法人　かながわ就職支援研修センター】

提案者の補足

　今年度は今まで通りの事業を続

けていきたいと思っていますが、

就職の相談を通じて感じることは

非常にせっぱ詰まった状況である

ということです。特にニートに関

しては親子間の断絶がひどく、30 代の家族関係は最悪

なものになっています。ニートの掘り起こしは個人情

報の関係上難しいところではありますが、このまま放っ

ておいてはこの人たちはまた行政に面倒を見てもらう

ことになっていってしまう。そこで詳細はもう少し詰

めなければなりませんが、地域を含めて青少年センター

の情報も活用し活動していきたいです。わたしの実感

としては非常に切迫した現状であるということをお伝

えしたいと思います。

担当課の補足【青少年センター：桜井】

　今回のご提案の内容はこれまで平成 16 年から行って

きた事業内容と基本的には変わっていないと認識して

います。今後は産業振興課で自主事業として展開して

いきたいということで、今回のニートだけに特化した

掘り起こしは非常に難しいと思っています。掘り起こ

しの具体的な方法論は提案者もないということで、イ

メージとしては直接市から個別に聞くということにな

りますが、それはやはり人権・個人情報・プライバシー

の関係上事業化するのは難しい。青少年センターとし

ては現在行っている相談業務やセミナーを続けていく

ことが最良ではないかと考えています。ニートの問題

は重要なことではありますが、そこだけを取り出して

事業化することは、市が行おうとしている就労支援事

業と重複する部分もあり、現実的ではないと思います。

これまでの事業の実績もあるのでこれまでの流れの中

で何か工夫をされたほうがいいのではないでしょうか。

青少年センターが協力できることがあればしていきた

いと考えています。
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調整の経緯

　渋谷中学校学校開放事業（「下和田の郷」）は提案者

であるきんりん未来の会と地域の方が参加している「大

和市渋谷中学校学校開放管理運営委員会」と市との三

者が役割分担し協働で事業を進めています。地域の方

にもっと PR を充実させて地域の中に取り込まれた事業

としていきたいということでその部分を強調された調

整となりました。課題としては中学校との連携を強化

し学社融合のモデルとなるような事業としていきたい

ということです。提案者と生涯学習センターは課題を

共有しているので引き続き協働事業としていきたいと

考えています。

提案者の補足

１１．地域と学校の連携による大和市新渋谷中学校学校開放事業【渋谷きんりん未来の会】

調整の経緯

　市は現在ファミリーサポートセンター事業を進めよ

うとしているのですが、その中で協働事業はどうなる

のかという質問が提案者から出されました。今まで継

続してきた実績もあり今後も広報は市にお願いしたい

とのお話です。市内全体の事業とするのは難しいが協

働は単年度でもよいので続けたいとの希望です。

　児童育成課は「やまと子どもプラン」のファミリー

サポートセンターが実施されると協働事業がどうなる

かはまだ決まっていないとの回答です。3年間の協働が

できるかは未定であり、今現在の協働としている範囲

が狭まる可能性があり、形態を変更していく必要があ

るという課題がありましたが、チャイルドケアの活動

の実績は理解しているので市としてもそれを活かして

いきたいということでした。

　課題としてはファミリーサポートセンター事業が実

施された場合、協働事業をどういう形で整理していく

かということがあげられています。

提案者の補足

１２．子育て家庭サポート事業【特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　チャイルドケア】

　私たちは活動を始めてから 6 年目に

なりますが、この 3 年間は協働事業と

させていただきました。情報発信につ

いては市のホームページに掲載され

　大和市渋谷中学校学校開放管理

運営委員会では年に 3 回実施状況

を報告をしています。前回のプレ

ゼンテーションのときに我々の活

動をより多くの方に知ってもらう

ためにはどうしたらいいかという

ことと、活動の形態（なぜ委託ではないか）という課

題が出されました。PR に関しては現状、PTA にお知ら

せを配布・広報やまとに掲載・ホームページ・施設内

掲示と物理的なことはやりつくしているので、今後は

地域の人とのつながりの中でもっと丁寧に伝えていき

格段に広報活動が進み、年間利用者は約 200 名、会員

は 85 名ほどで活動しています。これまでの実績から考

えますと依頼内容はさまざまで、それがファミリーサ

ポートセンターになるとどのようになっていくのか不

安に思っています。国はファミリーサポートセンター

事業を進めたい意向だと思いますが、私たちはこれま

での経験を活かしてファミリーサポートセンター事業

で対象にならない利用者へのフォローをしていきたい

と考えています。市はせっかく協働事業としてやって

きたことなのでぜひ続けたいと主張していただきたい

と思っています。

担当課の補足【児童育成課：山口】

　ファミリーサポートセンター事業は国の補助事業で

す。本来は市がやらなければならない事業をこれまで

は協働という形で行ってきて、やっと市の事業として

行いましょうと重い腰を上げたところです。今後は市

の事業として行いたいと思いますので、そのときは協

働のあり方を見直さなければなりません。その場合で

も NPO の活動と両立していくように考えたいと思って

います。この事業の需要は数多くあるので市の事業と

NPO の事業が混在する形で仲良くやっていきたいと考

えています。

たいと考えています。みなさんもぜひ現場に来てどん

なことをしているか見ていただき多くの方に伝えてい

ただければと思います。

担当課の補足【生涯学習センター：河辺】

　学校との連携に関しては事業等を通して積極的に連

携をとっているのですが、まだ十分とは言えません。

子どもの利用が多いので、今後児童指導の連携や積極

的なお手伝いをしていきながら、中学校だけでなく近

隣の小学校とも連携を深めたいとも考えています。活

動の形態としては公立校ですので指定管理という形は

なじまないのではないかと思います。委託については

学校管理が中心の活動ですが年間約 200 日以上を超え

る活動をしていますので、委託となった場合、同水準

でやっていくのは難しいと思いますが、今回協働事業

となったら 3 年間かけて委託についても考えたいと思

います。事業の企画運営は市民、連絡調整・財政面で

の支援を行政、事業全体の管理を学校・地域・行政各課・

市民のみなさんで組織している管理運営委員会が行う

という仕組みがうまく機能していると思っていますの

で協働という形で続けたいと考えています。地域の子

どもも非常に多く参加していますので、5 年、10 年と

いう長いスパンで見たときに、地域の協働を担う子ど

もたちを育てていきたいという想いで三者で事業を進

めています。
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調整の経緯

　4 番目の提案者と 14 番の提案者とともに三者の合同

で調整を行いましたので、タクシー事業者、障害福祉

サービス、道路運送法第 80 条の協働事業者の 3 つの形

態の整合性を考えなければならないことと、障害者自

立支援法に関する問題など課題は先ほどお話ししたと

おりですが、ケアびーくるの提案としてコミュニティ・

バスの DRT 的活用というものがありましたのでその点

だけ別に調整がありました。生活に必要な活動領域が

広域化している中で行政としても公共交通のあり方を

検討するべきではないかとの提案で、現在設置されて

いる福祉有償運送運営協議会は多様な主体が構成員と

して加わっているが、道路運送法の一部改正により、

この運営協議会と構成員をほぼ同じくする地域公共交

通会議を設置できるようになったので、それも含め検

討する場を設けてはどうかというお話がありました。

この点は協働事業にならなくても行政への政策提案と

受け止めてもらいたいとのことです。

　都市総務課は、その必要性は認識しているとのこと

で、今後組織等について検討したいとの回答です。

提案者の補足

１３．移動制約者の外出支援事業【特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　ケアびーくる】

調整の経緯

　4番、13 番の経緯と同様です。

提案者の補足

１４．身体障碍者、高齢者の通院・外出サービス事業【特定非営利活動法人　大和市腎友会】

　当会は平成 13 年 5 月から活

動を始め、当初は人工透析者の

みの移送サービスでしたが、3

年前から大和市障害福祉課と協

働事業を行い、それ以後透析者

だけでない移動制約者の利用が

非常に増えている状況です。公

開プレゼンテーションでもお話

　自立支援法の改正に伴い介護

輸送の仕組みが変わるのかな

との認識はありますが、利用者

のみなさんが安心して利用でき

ることが一番なので、新しい仕

組みができることは歓迎してい

ます。ただそれですべてカバー

できないというのが現状で、20

万都市では 1 万人の移動不自由

者がいると言われています。我々は前年度 9000 時間の

実績がありますが、これだけの需要があったというこ

とでさらに継続していかなければならないのではない

かと考えています。駐車場に関しては現状の 4 台の枠

を広げられないという答えで、始めに「できない」と

いう回答は少し残念だと感じます。コミュニティ・バ

スの DRT 活用については DRT 制をとることでバスの運

行時間がよりかかってしまい逆効果だという説明もあ

りましたが、実際の活動の中で「ここまで運んでもら

えれば後はバスで行ける」という方も何人かいる。こ

れを今後大和市の福祉輸送サービスの中で検討してい

ただきたいという提案をしました。使う方がどううま

く安心して、継続して使えるかを念頭に置いて活動し

ていきたいと思っています。

担当課の補足【都市総務課：浅野】

　大和市のコミュニティ・バスの現状の目的は交通不

便地域（駅から 500m・バス停留所から 200m を超える地

域）の移動手段支援ということで、現状は市内すべて

の不便地域をカバーするに至っていません。試験運行

からかなり旅客数も伸び、期待も高いことがうかがえ

ますので、そのためには定期運行確保が望ましいと思っ

ています。DRT 活用ということになれば定期運行に支

障が出て、本来の目的を逸脱することになりますので

今の段階では検討は難しいです。ただこれは交通政策

と福祉政策の間にあるような問題ですので、次世代の

交通問題としては市としてそのような部分もカバーし

ていかなければならないと考えています。そこも含め

どれだけ協力していけるか検討する時間をいただきた

いと思っています。

ししましたが、今後はもっと広く大和市民に知っても

らうため PR 活動強化としてホームページ開設の準備を

進めています。透析者の移送サービスの経験やノウハ

ウを活かして、介護技術の向上、接客態度、料金、利

用しやすさ、手軽さなどさまざまなサービスを検討し

て利用者本位の移送サービスを今後も実施していきた

いと思います。

担当課の補足【障害福祉課：入岡】

　13 番、14 番とも先ほどの 4 番と同様ですが、自立

支援法の中で移動支援がどのようになるのかまだ見え

ない状況です。それ以外にも年間 24,000 円の福祉タク

シー券の助成、ガソリン代などの支援も対応させてい

ただいています。平成 19 年度については協働事業とし

ていけますが、法制度の問題も含めその中でまた検討

する時間をいただきたいと思います。
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１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

・具体的対応策が用意されているなら

　協働事業として提案する必要はな

　い。それを考えて推進していくと

　ころに協働事業としての意味があ

　ると思う。難しいため合意が必要

　だが温度差がありすぎる。

・心理学者や精神科医と連携しない

　と無理ではないか。そのあたりの

　協働をどう考えるか。ニートの実

　情に関するアンケートなら協働事

　業として OK では？

・この事業の「入口」部分と「出口」

　部分、つまり募集の仕方と「卒業・

　終了」のさせ方が明確でない。

・これまで市の自主事業としてどの

　ように取り組みどのような成果を

　出したのか。また厚生労働省の委

　託事業の若者自立塾との協働事業

　を考えてもよいのでは？

・若者の就労支援は今後市の事業とさ

　れるようだが、異なる主体が　パー

　トナーシップを発揮することによ

　る相乗効果が協働事業の利点だ。

　提案者・市ともにニート支援のマ

　ニュアルを持たないとのことなの

　で、ぜひ協働事業、あるいは委託

　事業の中で検討されたい。

・一般的なニートのイメージがあい

　まいであり、問題の本質を見えに

　くくしています。ニートに限らず

　若者の就労支援の中で親からアプ

　ローチしてはどうですか。

・就労支援の部分で連携していきたい

　と考えています。（産業振興課）

・ニート対策については NPO 等

　と取り組み方針を生み出す

　という政策提案と考え取り

　組んではどうか。

・産業振興課は今後自主事業と

　して実施する。青少年セン

　ターはニートに特化した事

　業は困難と、提案者の思い

　とかみ合っていない。市民

　事業として行っていくのが

　適当ではないでしょうか。

・市の自主事業の具体的計画と

　は何か、明らかにしてほし

　い。

１０．青少年自立支援事業【特別非営利活動法人　かながわ就職支援研修センター】

・ニートだけを特化しその掘り

　起こしだけを事業とするこ

　とは困難と判断します。（青

　少年センター）
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１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

・協働事業として取り組みたい。

・校区内の市民からも評価の声を聞いた。

　引き続きがんばってほしい。渋谷西地

　区で「市民自治区モデル事業」が始まる。

　地域をほぼ同じくするので連携や支援

　を検討されてはいかがか。

１１．地域と学校の連携による大和市新渋谷中学校学校開放事業【渋谷きんりん未来の会】

・運営の方法など次の３年間で考えていき

　たいと考えるが、現状協働の枠組みの中

　で進めていきたい。(生涯学習センター)

１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・利用者のニーズに応えていくために柔軟

　に活動できるようにしたいです。

・児童育成課はこの協働事業を活かして

　ファミリーサポート事業の企画を本格

　的な協働で進めることを考えてください。

・指導者はある一定のライセ

　ンス（資格）が必要だと思

　う。指導者の責任は誰がど

　う取るのか。

・「ファミリーサポートセンター事業」と

　して市が同様の事業を展開する可能性が

　ある。その場合、協働のあり方を見直す

　ことになると思うので、単年度ごとの協

　働として継続したい。（児童育成課）

１２．子育て家庭サポート事業【特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　チャイルドケア】

・最初は「近所のおばさん」から発生した

　ものということですが、利用者が増え

　てきた状況においては有資格者が必要

　になってくるだろう。まして利用料金

　を取っている場合は必ず必要だと思う。

　チャイルドケアの役割は終了したと思

　われる。
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１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に

入る前にもう少し

調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

参加者からの

応援

メッセージ

・市の遊休地の有効利用を考えて

　ほしい。（駐車場）。

・まず制限ありきでなくどううま

　く活用するかを考えていきたい。

・2005 年度 9000 回↑／ 9000 時間

　↑の実績あり。

・しっかりガンバッテください。

　制度の都合に振りまわされず、

　実態に即した対応を期待します。

・福祉と地域交通のあり方を積極的に検討

　していく必要がある。

・19 年度について協働事業として

　引き続き実施します。

(障害福祉課）

・移動制約者の移動の自由を

　確保していくためには地域

　交通について検討する場を

　設けることは必要不可欠で

　す。すぐに実行できずとも、

　少しずつ検討していただき

　たい。

１３．移動制約者の外出支援事業【特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　ケアびーくる】

・大都市近郊における地域交通施策と福祉

　施策の境界にあるような提案内容にもな

　るかと思われるところなので、検討のあ

　り方から組み立てしていく必要があると

　考えますので、検討する時間をいただき

　たいと思います。（都市総務課）

・DRT は政策提案。

・福祉車両の駐車場確保は外

　出支援事業を安定させる

　ために重要な問題。ぜひ

　市に確保していただきた

　い。

・自立支援法は全国一律の法であ

　り「障害者」とひとくくりされ

　ているが、実際には自治体で現

　場の知恵を生かして運用されな

　ければならない。移動困難者の

　声を生かした施策立案が必要と

　思う。

１．協働事業の実施に向けて

具体的な協議に入っていく

ことができる段階

2．具体的な協議に入る前に

もう少し調整が必要な段階

3．政策提案、

市民事業の

可能性を検討

提案者の判断

担当課の判断

推進会議委員

からの

アドバイス

・大和市民への新しい情報発信方法として

　6 月 11 日プレゼン後、ホームページの開

　設に向けて準備中です。広く市民に情報

　発信していきたい。腎友会の活動内容を

　理解してほしい。

・ますます活動がしっかり進んでいること

　に感動しています。

１４．身体障碍者、高齢者の通院・外出サービス事業【特定非営利活動法人　大和市腎友会】

・19 年度について、協働事業として引き続

　き実施します。(障害福祉課）



22

１０．青少年自立支援事業

【河崎委員】青少年の就労支援を今後市の自主事業とす

るということですが、本来異なる主体がパートナーシッ

プを持つことでより効果を上げるというのが協働事業

の優れた点であると考えますので、どうして自主事業

というふうに後戻りしてしまうのかが疑問だというこ

とと、今回新たに提案されているニートの支援では提

案者も行政もマニュアルを持っていないところなので、

両者が連携協力し合ってマニュアルをつくっていくこ

とはできないのかと思います。

【宇津木委員】なぜ協働事業を自主事業とするのか市は

明らかにしていただきたい。三者の話がまったくかみ

合っていないので、提案者は今後も市民事業としてが

んばってやっていただければ市民は助かると思います。

【産業振興課】これまで３年、協働事業として就労セミ

ナーを開催してきました。この３年で国や県も本格的

にこの事業に取り組むようになり、今後は市としてセ

ミナーだけでなく内容を充実させて自主事業としてい

きたいと考えています。内容はまだ不確定ですが、試

験的に就労してもらいそれが就職につながる、という

ような事業も考えています。今回の提案は不登校から

引きこもりになった人がニートにならないよう親子関

係の改善や心のケアをしていきたいということですが、

就職が必要な方はニートだけでないので、フリーター

や学生などの総合的な就労支援を産業振興課としては

行っていくということです。

１１．地域と学校の連携による大和市新渋谷中学校学

校開放事業

提案者・行政・推進会議委員とも協働として進めるこ

とに合意しているので特に質疑なし。

１２．子育て家庭サポート事業

【提案者】私たちは指導者でも有資格者の団体でもなく、

ほとんどが子育てを経験した女性で、中には男性や子

どものいない方もいますが、そのような地域の方が集

まって地域の子どもをかわいがっていこう、子育てで

SOSを出している方にはとりあえず子どもをあずかって

あげるという活動をしている団体です。

【児童育成課】今後市の自主事業となっても多大な経験

のある現事業者にあらゆる面でお世話になりながら一

緒に考えていくようになると思います。協働事業で行っ

ても国の政策から見るとファミリーサポートセンター

事業を行っていないという位置づけになってしまうの

で市の自主事業となりますが、それは決して協働をつ

ぶすというわけではありませんのでご理解ください。

【林委員】国の政策に問題があるなら特区の申請など次

の段階を考えてもいいと思います。

● ５つの継続市民提案に対する質疑応答

１３．移動制約者の外出支援事業

【提案者】まず予算があるから、まず駐車場に制限があ

るからというお話が最初にくるのは残念です。何かう

まい代替案がないか考えていただきたいと思います。

【提案者】自立支援法とは全国一律の法律であり「障害

者」とひとくくりにされていますが、一人ひとりの状

況は千差万別です。国は全国一律で四角い法律をつく

らなければならないから、その四角い法律をたたいた

り伸ばしたりしてできるだけ丸いものに近づけていく

のが自治体の知恵だと思います。丸くなった施策を実

際運用するのは、行政がお金をかけて事業化するのか、

市民団体が立体化して事業化するのかは地域によって

ちがうと思いますが、せっかく協働事業として定着し

たものを新しい法律ができたからはずすというのはお

かしな話で、それは利用する市民が選べばいいことで、

何を選ぶかは利用者の問題です。例えばお金を出すこ

とがタクシー事業者から不公平だという声が上がるよ

うならそれは削ればいいのであって、市が協働事業と

位置づけて PR することが一つの立派な支援だと思いま

す。

【林委員】行政は検討する時間をいただきたいというこ

とですが、検討するプロセス自体を協働したいと提案

者は希望しているのだと思います。

１４．身体障碍者、高齢者の通院・外出サービス事業

【金守委員】法律と財源の中で、できることとできない

ことを、行政として、あるいは協働事業として、新し

い制度の中で見極めなければならないと思っています。

【林委員】長期的に見れば、諸外国の例を見ても、日本

の行政はもっと本格的な協働に踏み込まなければなら

ないことはわかっているので、さしあたりの制度を少

しずつ突破する仕組みも期待したいです。国のレベル

ではなかなか現実の状況がわかっていないところもあ

るので、それは教えていかなければならないと思います。

●全体の感想

【小原委員】この３年間協働事業を進めてきて何を学ん

だのでしょうか。市民と行政が手を組んでよかった点

をきちんと整理していかないと、今後も法律の変わっ

ていくスピードはもっと速くなると思います。今年４

つの新規提案が出されていますがまた３年経ったとき

にどうなるか、このような形になってしまうのか。協

働をどのように進めていけるのか、これがおそらく最

大のチャレンジのように思います。

【宇津木委員】一首詠みました。「法や制度の改正にあ

とずさりする協働事業。これで良いのか大和市行政」
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　３月２１日に提案募集の説明会から始まっ

た本年度協働事業の流れですが、本日この後

推進会議の全体会でもう少し詰めまして、８

月４日に市長に提言書を提出、市長と行政で

検討され８月２３日午後２時から市長判断の

結果説明会があります。

　本日は約１１０名の参加をいただき熱心な

御討議ありがとうございました。市外からも

岐阜県恵那市、静岡県袋井市、浜松まちづく

りセンター、日本離島センター、東京ランポ

などたくさんの方にご参加いただきました。

　協働事業提案制度が始まって４年、今年度

５つの行政提案が出てきたことは推進会議と

してうれしく思う反面、市民提案の先細りの

懸念もあり、大和市は「新しい公共」という

大きな目標に向けてどのように歩んでいくか

正念場かなと思っています。今後ともサービ

スを必要とする市民と自分の社会資源を何ら

かの役に立てたい市民、ともに大切にされる

大和というまちをつくっていくために力を合

わせていきたいと思っています。

河崎民子協働推進会議委員からまとめのあいさつ

・市民提案、行政提案、継続事業はそれぞれ性格が異

　なるので、プレゼン、検討会は別々にしたほうが良

　いのでは。

・良かったと思います。

・確認しながら進めたところが良かった。

・情報の共有ができて良いと思う。大和市のホームペー

　ジを活用しきれているか。

・展開が早く、気力・体力が要りますね。

・３年経過し、さらに継続事業とする場合、これまで（２

　年数カ月）の状況と今後の課題と対応を提案者と協

　働事業から提案してもらい、その上で当初の事業内

　容との変更点などを明確にすべきではないか。

・丁寧な進め方だと思います。ポストイットの意見も

　鋭いものばかりで勉強になりました。

・スムーズでわかりやすい流れではあったが、内容に

　よってはもう少し時間を有効に使っては。

・かなり洗練されてきている。

・初めて参加致しました。ポストイットで意見を表明

　する方法は時間もまた意見の集約にも非常に有効だ

　と思いました。

・継続事業についての扱いについて改善してほしい。

　担当課の判断で処理してよいものもあるのでは・・・。

・推進会議について協働事業の前段階から、会議に携

　わっている委員が多く、その労については評価した

　い。しかしながら、委員でありながら、提案団体の

　要職についている人も少なくない。市民から見れば

　インサイダーな関係に見える。その意味では、委員

　を辞したＷ氏の行動を評価したい。公金が動くのだ

　から、身の振り方について潔さが必要だと思う。

・公開プレゼンテーションと検討会は違うとは言え、　

　もっと会場に参加している市民や市民団体からの自

　由な発言が可能な工夫と雰囲気をもっとしてほしい。

・良かった。

・イオンのライトコートのような場所で実施すると本

　来の市民参加や PR になるのでは？

■ご意見カード

～検討会の進め方について～
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平成 18 年度協働事業公開検討会
主催：大和市協働推進会議
ニュース製作・発行：大和市・NPO 法人玉川まちづくりハウス

問合せ先
大和市役所市民活動課（大和市協働推進会議事務局）
電話：046-260-5103　　FAX：046-260-5138
E-mail：katudo@city,yamato.lg.jp　　　URL：http://www.city.yamato.lg.jp/katudo/katudo2/katudo-index.html

・最後に出た課題については、３年やっている事業そ

　れぞれ協働で何ができたのか、できなかったのか、

　何が良くて何が悪かったのか、それぞれの行為者が

　推進委員も含め、３年で得た「協働」、「公共」とい

　うものの具体的内容を整理すべきでしょう。「行政

　と市民が一緒にやる」「みんなでいっぱいやる」の

　はいいことという大前提で語られますが、そこには

　困難や痛みがたくさんあります。これをどこかで吸

　い上げるべきと思います。

・継続事業について、提案内容が変わっているものは

　新規の提案とした方が良いと思います。

・過去の協働事業の成果が公開されていないものがあ

　り、いざ実施の段階で市民から反発が出ることが心

　配である。

・（浜松他いくつかの自治体で）市民活動主体で行って

　いたことが自主事業化することによって団体活動が

　沈滞したという例があります。そうならないようお

　祈り申し上げます。

・国の施策が変わり、市が自主事業で行うのはやむを

　得ないと思う。何が何でも協働ではなく、本当にニー

　ズがあるなら独自にでも行っていけるのでは。最終

　的に選択するのは利用者である。

・社会実験的なイベント等をやってみてはどうか。

・林さんほかのまとめに関連しますが、市民事業、協

　働事業、市の自主事業（市民は政策提案で関与）の

　仕分けという、公共の大きな再編のテーマが、より

　はっきりしていくように思いました。

・市民提案する場合、担当と思われる課に事前に相談

　する等、市の情報を収集すべきだと思う。

・公開プレゼンに参加していないので今ひとつ理解し

　きれなかった。

・３年目を迎えた事業の協働して有効であった点をも

　う少し発表してほしい。

・法や制度の改正にあとずさりする協働事業　それで

　良いのか大和市行政

・もっと具体的な内容を説明したかったが、時間が少

　ないため残念です。自立塾の話もありましたが、あ

　れには問題がかなりあります。

・内容は協働ですので様々ある方が今後を考える上で

　も良いかと思います。最後に推進委員の方が述べら

　れたように、この事業を３年経過した後、どう総括

　するかが大切であると思います。提案内容について

　は、個人的には、働く方たちの支援という意味で病

　児の保育を是非推進していただきたいと強く思います。

・全体感想。行政の頑張りに期待します。変化の流れ

　を加速しましょう！市民ができることを行政が主役

　としてやる必要はないのでは・・・。育てるのが行

　政の仕事であってほしい。

・現職の大和市職員が理事をしている提案団体がある

　とのことだが、公金支出に問題はないのか？

・提案１０について、ニート、ひきこもり等を含めた

　自立就労支援は「共育ちプラザ～まんまの自分」で

　もしている。他の市民団体や市民の方もしているか

　もしれない。提案者や行政は、一つの提案をするとき、

　大和市内のそうした力と知恵をどう結集し、横に連

　携しながら充実した協働事業を充実させていく方法

　視点を持ってほしい。

・各々一生懸命取り組んだものだった。一つの形にす

　るのは大変なことだと思う。これからの時代に本当

　に必要なものが活躍していってほしいです。

・特定地域や特定受益者とに係わる提案が多いような感

　じがするので、もう少し幅広い内容がほしいです。

■ご意見カード

～提案の内容について～


